
答申（案）   

ケイ酸カルシウムについては、食品添加物として人の健康を損なうおそれは  

ないことから、指定することは、差し支えない。   

なお、指定に当たっては、以下のとおり使用基準及び成分規格を設定するこ  

とが適当である。  

使用基準   

ケイ酸カルシウムは、母乳代替品及び離乳食晶に使用してはならない。   

ケイ酸カルシウムの使用量は、食品の2．0％以下でなければならない。ただ   

し、微粒二酸化ケイ素と併用する場合は、それぞれの使用量の和が食品の   

2．0％以下でなければならない。  

成分規格  

ケイ酸カルシウム  

Calcium Silicate 

CalciumSilicate【1344・95－2】  

定  義 本品は，二酸化ケイ素と酸化カルシウムの化合物である。  

含  量 本品を乾燥したものは，二酸化ケイ素（SiO2＝60．08）として50．0～95．0％，酸   

化カルシウム（CaO＝56．08）として3．0～35．0％を含む。  

性  状 本品は，白～灰白色の微粉末で，吸湿性がある。  

確認試験（1）本品0．5gを無水炭酸ナトリウム0．2g及び無水炭酸カリウム2gと混合する。  

この混合物を白金製又はニッケル製のるつぼに入れ，完全に融解するまで加熱する。  

冷後，水5mlを加え，約3分間放置した後，るつぼの底を弱く加熱し，融塊をはがし，  

水約50皿1を用いてビーカーに移す。これに泡が生じなくなるまで，少量ずつ塩酸を加  

える。更に，塩酸10mlを加え，水浴上で蒸発乾固する。冷後，これに水20mlを加え  

て煮沸し，ろ過する。ろ紙上のゲル状の残留物を白金皿に移し，フッ化水素酸5mlを  

加えるとき溶ける。この溶液を加熱しながら，ガラス棒の先に水1滴を付けたものを  

その蒸気中に入れるとき，水滴は曇る。  

（2）（1）のろ液にメチルレッド試液2滴を加え，アンモニア試液で中和した後，希塩酸を   

滴下して酸性とする。これにシュウ酸アンモニウム溶液（7→200）を加えるとき，白色顆   

粒状の沈殿を生じる。沈殿を分離し，この一部に酢酸を加えるとき溶けないが，他の一  

部に塩酸を加えるとき溶ける。  

純度試験（1）液性 pH8．4～12．5 （5％懸濁液）  

（2）鉛 5．Opg／g以下 本品5．Ogを正確に量り，ビーカーに入れ，塩酸（1→4）50mlを   

加えてかくはんする。時計皿で覆い，穏やかに15分間沸騰させた後，定量分析用ろ紙  
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（5種C）を用いて吸引ろ過し，50mlのメスフラスコに入れる。ビーカー及びろ紙上   

の残留物を熱湯で洗い，洗液をろ液豆合わせ，冷後，水を加えて正確に50mlとし，検   

液とする。比較液は，鉛標準液5mlを量り，塩酸（1→4）を加えて100mlとする。検   

液及び比較液につき，次の換作条件で原子吸光光度法（フレーム方式）により吸光度を測   

定するとき，検液の吸光度は比較液の吸光度以下である。   

換作条件  

光源ランプ 鉛中空陰極ランプ   

分析線波長 217nm   

支燃性ガス 空気  

可燃性ガス アセチレン  

（3）ヒ素 As20。として4．Opg／g以下   

（2）の検液5mlを正確に量り，検液とする。装置Bを用いる。   

は）フッ化物 50pg／g以下  

本品2gを正確に量り，ポリエチレン製ビーカーに入れ，水40mlを加える。この液  

を15分間かくはんした後，懸濁液を50mlのメスフラスコに移し，水を加えて50ml  

とする。この液を遠心分離し，上澄液30mlを正確に量り，ポリエチレン製ビーカー  

に入れ，EDm・トリス試液15mlを加え，検液とする。電位を比較電極及びフッ素  

イオン電極を接続した電位差計で測定するとき，検液の電位は，比較液の電位以上で  

ある。比較液は，次により調製する。  

あらかじめ110℃で2時間乾燥したフツ化ナトリウム2．210gを正確に量り，ポリ  

エチレン製ビーカーに入れ，水200ml、を加えてかき混ぜながら溶かす。この溶液を  

メスフラスコに入れ，水を加えて1，000mlとし，ポリエチレン製容器に入れて比較原  

液とする。使用時に，比較原液2mlを正確に量り，水を加えて正確に1000mlとする。  

この液30mlを正確に量り，ポリエチレン製ビーカーに入れ，EDTA・トリス試液15ml  

を加え，比較液とする。  

乾燥減量10．0％以下 （105℃，2時間）  

強熱減量 5．0～14．0％ （1000℃，恒量，乾燥物）  

定量法（i）二酸化ケイ素 本品を乾燥し，その約0．4gを精密に量り，ビ⊥カーに入れ，   

水5mlと過塩素酸10mlを加え，白煙を生じるまで加熱する。ビーカーを時計皿で覆  

い，更に15分間加熱する。冷後，水30mlを加えて定量分析用ろ紙（5種C）でろ過  

し，残留物を熱湯200mlで洗う。ろ液と洗液を合しA液とする。ろ紙上の残留物をろ   

紙と共に白金製のるつぼに入れてゆっくりと加熱する。ろ紙が炭化した後冷却し，硫   

酸数滴を加えて約1，300℃で恒量になるまで強熱し，その質量W（g）を量る。残留物に   

硫酸5滴とフツ化水素酸15mlを加え，約1，000℃で恒量になるまで加熱し，デシケ一   

夕中で冷却後その質量w（g）を量り，次式により含量を求める。  
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W（gトw（g）  
二酸化ケイ素（SiO2）の含量＝   XlOO（％）  

試料の採取量（g）   

（誼） 酸化力ルシウム （i）で得たA毒夜を水酸化ナトリウム溶液（1→25）で中和し，   

かくはんしながら0．05noⅥ」EDm溶液約30mlをビュレットを用いて加える。これ   

に水酸化ナトリウム溶液（ト→25）15ml及びNN指示薬0．3gを加え，更に0．05mol几   

EI）TA溶液で滴定する。終点は，液の赤紫色が完全に消失して青色となるときとする。  

0．05mo几EDm溶液1ml＝2．804mgCaO  

試薬・試液   

EDm・トリス試液 エチレンジアミン四酢酸ニナトリウム18．6gと2一アミノ廿ヒドロ  

キシメチルプロパンジオール6．05gを正確に量り，250血1ビーカーに入れ，熱蕩200mlを  

加えて，溶けるまでかくはんする。水酸化ナトリウム溶液（1→5）でpH7．5～7．6に調整する。  

冷後，更に，水酸化ナトリウム溶液（1→5）でpH8．0に調整し，250mlメスフラスコに移し，  

水を加えて250mlとする。よく混合し，プラスチック容器に保管する。  
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資料1－2－3  

府食 第 719 号  
平成19年7月26日  

琶謂管           ・一・・■●、●●■、．．．J  
・叫・・ 

■ ▼ 
・食品安全委員会   ニ   滋藻i：空き  

J
 
 
 

．
 
 
 

委顔 見上線環讃 －11ヽ－●t  
●子芯ヨドニ：「；；一号   

ごl ヽ ヽ▲■■■・●■′－■－ l－・一一、■可 ‘ 

籠Ih－・一一箱′棚P一正p  

食品健康影響評価の結果の通知について   

平成17年8月15日付け厚生労働省発食安第0815002号をもって貴省から  

当委員会に対して意見を求められたケイ酸カルシウムに係る食品庫康影響評価の結果  

は下記のとおりですので、食品安全基本法（平成15年法律第48号）第23粂第2  

項の規定に基づき通知します。   

なお、食品健康影響評価の詳細をまとめたものは別添のとおりです。  

記   

ケイ酸カルシウムが食品添加物として適切に使用される落合、．安全性に懸念がない  

と考えられ、W日摂取許容量を特定する必要はない。  
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添加物評価書  

ケイ酸カルシウム  

2007年7月  

食品安全委員会  
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ケイ酸カルシウムを添加物として定めることに係る  

食品健康影響評価に関する審議結果  

【要 約】  

固結防止剤として使用される添加物「ケイ酸カルシウム」（CAS番号：1344－95－2）  

について、各種試験成績等を用いて食品健康影響評価を実施した。   

評価に供した試詮成穣は、ニ酎ヒケイ素及びケイ酸ナトリウム、ケイ酸アルミニ  

ウム等のケイ酸塩類を被験物質としたものも含め、反復投与毒性、生殖発生毒性、  

遺伝寺性等である。   

ケイ酸カルシウムについて、提出された毒性試験成穫等は必ずしも網羅的なもの  

ではないが、既にわが国で使用の認められている二酸化ケイ素等の試験成績を用い  

て絵合的に評価することは可能と判断した。．   

試験結果から、発がん性、生殖発生毒性及び遺伝毒性を有さないと考えられた。  

また、反復投与毒性試験では、安全性に懸念を生じさせる特段の毒性影響は詠めら  

れないと考えられた。   

なお、わが国においては、二酸化ケイ素及びケイ酸カルシウムの組成物である酸  

化力ルシウムについては、食品添加物としての使用経験があり、これまでに安全性  

に関して特段の問題は指摘されていない。JECEAでは、ニ酸化ケイ素及びケイ酸塩  

類（ケイ酸カルシウムを含む）について、1970年にrADIを特定しない（notspecificd）」  

と評癌している。   

以上から、ケイ酸カルシウムが添加物として適切に使用される場合、安全性に懸  

念がないと考えられ、一日摂取許容量（ADI）を特定する必要はないと評価した。  
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1．はじめに   

ケイ酸カルシウムは、ケイ酸塩類の1つであり、その構成成分であるケイ素はほ  

とんど全ての動植物及び水に含まれている。ケイ酸カルシウムは粉末状または顆粒  

状食品の固結防止剤、錠剤・カプセル食品の製造用剤く斌形剤、分散剤）として、  

広く欧米諸国などに串いて食品添加物として用いられている。ケイ酸塩類としては、  

わが国では指定添加物と■して二酸化ケイ素の、既存添加物としてカかノン、ゼオラ  
イト、タルク等の使用が認められている。   

米国では、一般に安全とみなされる物質（GM物茸）として、固縮防止等の目  
的で適正使用規範（OM貯；GoodManu鮎山血gPmGtic¢）のもと、卓上塩に対し2％  

以下、ベーキングパウダーに対し5％以下等の基準に基づき、使用が乾められている  

1）。ケイ酸カルシウムは、．直接添加物としても食品への使用が認められている2）。ま  

た、欧州連合（EU）では、スライス又は裁断したプロセスチーズ、プロセスチーズ  

類似品及びチーズ類似品に対して10g瓜g以下、食塩及び代替塩に対して10g耽g以  

下、dietaけ飴odsupplementに対して必要圭等の基準に基づき、使用が艶められてい  

る3）。  

2．背景等   

厚生労働省は、2002年7月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での了承事項  

に従い、①FAOハ柑0合同食品添加物専門家会議（JECFA）で国際的に安全性評価  

が終了し、一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ、②米酉及びEU諸国専  

で使鱒が広く詠められていて国際的に必要性が高いと考えられる食品添加物4‘品  

目については、企業等からの指定要諦を待つことなく、指定に向けた検討を開始す  

る方針を示している。この方針に従い、アルミノケイ酸ナトリウム、ケイ酸カルシ  

ウム、ケイ酸カルシウムアルミニウム及びケイ酸マグネシウムにういて評価資料が  

まとまったことから、食品添加物指定等の検討を開始するに当たり、食品安全基本  
法に基づき、厚生労働省から食品安全委員会に食品健康影曹評価が依頼点れたもの  

である。（2005年8月15日、関係書猿を接受）   

その後、第67匝＝暇CFA（2006年6月）においてアルミニウムの暫定週間耐容摂  

取量（PTWI）が見直されたことに伴い、食品安全委員会では、・第41回添加物専門  

調査会（2007年2月2昔日）において、アルミニウムを含む2品目（アルミノケイ  

酸ナトリウム、ケイ酸カルシウムアルミニウム）についてはJECFAの評価レポート  

等が正式に公表された段階で検討することとされ、それ以外の2品目（ケイ酸カル  
シウム、ケイ酸マグネシウム）とは別に謙諭することとされた。   

また、ケイ酸マグネシウムについては、厚生労働省に補足資料の提出を依頼した  

ところであり、別途詩論することとされた。  
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3．添加物指定の概要   

今般、ケイ酸カルシウムの使用基準及び成分規格について検討した上で、新たに  

添加物として指定しようとするものである。使用基準案は次のとおり。  

・固桔防止若しくは食品の成型に必要な場合（錠軌カプセル食品の賦型剤等）   

以外は食品に使用してはならない。食品中2％以下。但し、微粒二酸化ケイ素  

を併用する場合は、併せて2％以下。   

一母乳代替食品および離乳食晶に使用してはならない。  

4．名称等  

（1）ケイ酸カルシウム Calciumsilicぬ桝○）   

CAS番号：1344－95・2   

構造式又は示性式：酸化力ルシウム（CaO）と二酎ヒケイ素（Siq2）と水とが様々   

な割合で結合した組成物の総称で、下記などの化学形態が知られている。   
・メタケイ酸カルシウム（CalGiumm¢也Sili8atC）CaSiO3（武生116．17）   

・オルトケイ酸カルシウム（CalciumOrthosilicate）Ca2SiO4（式量172．25）  

窯業での慣用名 ケイ態二石灰   

・ケイ酸三カルシウム（廿imlciumsilic如）ca3SiO5（式量霊8．32）  

窯業での債用名 ケイ酸三石灰  

性状等：本品は、白～淡黄色の微粉末で、吸湿性がある。水、エタノールに不溶   

でありアルカリとは反応しない。フツ化水素酸（侵される）以外の世には比致   

的安定である1）。  

＼ 含量：本品は、ニ酸イヒケイ素SiO2として50．0～95．0％，酸化力ルシウムCaOとし   
て3．0～35．0％を含む占）。   

なお、組成物の酸化力ルシウムについてはJECFAにおいてrADlnotlimited」   

と評価されており、かつ、わが国では既存添加物である焼成カルシウム（主成分   
は酸化力ルシウム）として使用が認められている化学物質である。   

（2）上記以外のケイ素含有物箕7川   

本評価書に掲載される上記以外のケイ素を含有する物質について、通称名、由   

来、化学組成等を以下に記す。   

①ケイ故マグネシウム（合成品）Magne血msilic癒e（Syn血成k）丁州14い6）   

CAS番号：1343一客8－0   

性状：本品は、白色で微細な無臭の粉末である。水、エタノールに不溶であり、   

容易に無棟酸（鉱酸）で分解する14）。   

含量：本品は、強熟後、酸化マグネシウム（MgO＝40．30）として15．0％以上、  

ニ酎ヒケイ素として67．0％以上を含む14）・16）。  
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三ケイ酸マグネシウム（M砂eSiumtdsilicab、2MgO・3Siq2・Ⅹ鴨0）は、化   

学形態上はケイ酸マグネシウムの一種であるが、成分規格上異なる物質であり、   

評価依頼品目であるケイ酸マグネシウムに含まれない。   

②アルミノケイ酸ナトリウム Sodiumdumhos追加t¢7川）・1Tl明   

（別名：ケイ酸アルミニウムナトリウム）   

CAS寺号：1344－00－9   

構造式又は示性式：ケイ酸塩のケイ素の一部がアルミニウムで置換されている   

組成物である。一般式は、ⅩN鞄0■yAl203・去SiOユーnWで表わされる（Ⅹ、y、  

zの比率は通眉＝：l：13）。以下の天然物及び合成品がある。   

・オルトケイ酸アルミニウムナトリウム（Sodiumaluminiumo血osilic血）  

N乱AISiOヰ（武生142．06）、別名 カスミ石   
・ソウチョウ石（SoditIm＆luminiumsilicate）  

Å厨あ・Na之0・6Siq2（式圭524．48）   

性状等：本品Iま、白色の微粉末又は顆粒である。水、エタノールに不落であり、   

一部、強酸、強アルカリ溶液に溶解する12）。   

含量：本品を乾燥したものは、ニ酸化ケイ素SiO2として6‘．0～7‘．0％、酎ヒア   

ルミニウムA1203として，．0－13．0％，酸化ナトリウムNわ0として4．0－7．0％  

を含む17）。   

③ケイ酸カルシウムアルミニウム Alumim如m由1¢iums揖c虞e7）・恥】3いり   

CAS寺号：1327－39－5   

構造式又は示性式：多くの化学形態が知られている。一般式曙wN勉0・ⅩCaO・   

yA1201・ZSiOで表わされる。一般的なものとして以下のアルミノジケイ酸ア  
ルミニウムカルシウムが知られている。   

・アルミノジケイ酸アルミニウムカルシウム（別名オルトケイ酸アル主ニウ  

ムカルシウム、CalciumaluminitlmOrthosilicate、天然晶はカイチョウ石と呼  

ばれる）CaA12Si20‡（武豊278．22）  

ほかに、．以下の2つの組成物が知られている。  

■ジアルミノオルトケイ酸カルシウム（Calciumdialumino－Orthosilicate）  

C恥Al歩iO3   

・ジアルミノメタケイ酸カルシウム（C81ciumdi81uminomehsili¢ak）  

（Å100Ca）2SiO3   

性状等：本品は、細かい白色の流動性がある粉末である。水、エタノールに不   

溶である13）。   

含量：本品は、二酸化ケイ素（SiO2）44．0～50．0％、酸化アルミニウムくAl203）   

3．0～5．0％及び酸化力ルシウム（CaO）32．0～3g．0％及び酸化ナトリウム（Naヱ0）   

0．50～4．0％を含む13）。  

5  
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④カオリン：天然物、別名 白陶土、主成分は含水ケイ酸アルミニウム。鉱物学   

上カオリナイト、ナクライト等を1種又は2種類以上含む粘土。化学組成はSiO2   

42～46％、刃20337～40％、その他、鉄、カルシウムなど微量の各種金属酸化物   

を含む乳19）。わが国では既ヒ既存添加物名簿に収載されている。   

本評価書の5．安全性（1）体内動態①仲）参考のケイ敢アルミニウムの項   
で取り上げたカオリンは、沌CFÅ報告においてby血涙dduminium細見短と記   

されているので11）、ケイ酸アルミニウムとして扱った。  

（9ゼオライト：’天然物、別名沸石、主成分は結晶性アルミノケイ酸填。化学組   

成はM加0、A1203、ySiq之、峨0・（Mはアルカリ金属若しくはアルカリ土類金   

属、nはその価数、yは2若しくは2以上）。天然の鉱物由来晶と合成物の両方   

ある。ゼオライトAlま合成アルミノケイ酸ナトリウムNal戎（Alq）12（Siq）ld1   

27H20である織9い9け0）。 わが国では既に既存添加物名簿に収載されている。   

⑥タルク：天然物、別名滑石、カンラン岩、輝石、又はドロマイトなどから混   

在物を除き、微粉末化したも・の。主成分は含水ケイ鞍マグネシウム。代表的な   

化学組成は、SiO261．7％、MgO30．5％、その他、微量の各種金属酎ヒ物を含む   
乳1軋19）  ．  

本評価書の5．安全性（1）体内動態①匝）参考のケイ酸マグネシウムで取   

り上げたタルクIま、JECFÅ報告においてma酔eSium silic虹esと記されてしヽるの t   

で1111の、ここではケイ酸マグネシウムの項で扱った。わが国では既た既存添加   

物名簿に収載されている。  

⑦ニ酸化ケイ素：化学組成SiO加多種類の立体構造（三次元網目構造）、銘品   

形があり、また、天然物（例、水晶、石英、けい砂〉及び合成物【例、シリカゲ   

ル、ケイ酸（メタケイ酸、H2SiO3）を乾燥し脱水したもの。乾燥剤として使用   

される】がある。二酎ヒケイ素は、シリカ、ケイ酸（一定組成を有さない水和物   

の場合など）と呼ばれることがある軋9）・期。わが国では指定添加物リスト（食   

品衛生法施行規則別表第1）に収載されている。  

⑧ケイ酸：狭義にはオルトケイ酸【Si（OH）4】（モノマー）を指すが、その措合酸類   

（分子中の酸素厚子を共有してオルトケイ散分子同士が繋がったもの、例えば   

メタケイ酸、H2SiOlなど）を含めた名称。一般的な化学組成は、SiOヱ・nH20   

で表される。．結合酸類は水に不溶であるが、オルトケイ声削ま若干溶ける8）・柑）。  

5．安全性  

（1）体内動態  

①吸収、．代謝、尿中排泄  
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（a）ケイ酸カルシウム   

ネコにケイ酸カルシウム（5g）’を牛乳20mlと共に強制経口投与したところ、  

投与後120時間以内の尿中から37．2mgのSiO2が検出された。一方無処置群では  

8．6mgSiOzが検出されている21〉。   

匝）参考（類縁物質）  

（ケイ酸マグネシウム）   

ネコに三ケイ酸マグネシウム（5g）を牛乳20mlと共に強制経口投与したとこ  

ろ、投与後12り時間以内の尿中から封．1mg＄i仇が検出された。またタルク（主  

成分：含水ケイ酸マグネシウム）（5g）を同様に投与したところ、9．2mgSiO2  

が検出された。一方無処置群ではg．6mgSiO2が検出された21）。   

ピーグル犬（雌12匹）に三ケイ酸マグネシウム（20mg此g体重）を単回経口  

投与し、血清中のケイ素濃度を調べたが、ベースラインと比べて統計学的有意差  

はなかった妻）。   

ラット（雄ヰ匹）に三ケイ酸マグネシウム（40、200、1，000mg此g体重／日）を  

経口投与し、ケイ素の尿中排泄量を三日間にわたり調べた。寧与後24時間以内に  

最高値に達し、消失半減期は1‘－20時間であった。投与量に対する尿中からの回  
収率は、側mg晦体重／日投与群で16．8％であったコ〉。   

通常食下の健康な被験看二人（男1名、女1名）に三ケイ酸マグネシウムを間  

隔を乾けて2、5、10g（男）、2．5、5、7．5、10g（女）をそれぞれ単国権口投与  

し、尿中のケイ素を測定した。その結果からは、両者共に体内に取り込まれたケ  

イ素の大部分が封時間以内に尿中に排泄されたものと考えられる。7．5gを服用  

した女性では、投与－24時間以内の測定値が高く、ケイ素は投与前24時間以内  

（0．2さmm0l、以下同様）、投与～24時間後（4．g）、投与24”ヰ8時間後（0．48）、  

投与48～72時間後（0．32）であった叫。  

（アルミノケイ酸ナトリウム）   

ピーグル犬（各群雌12匹）にアルミノケイ酸ナトリウム（16mが喝体重／日）  

及びゼオライトA（合成アルミノケイ酸ナ．トリウム）（30mが短体重／日）を単回  

経口投与し、血清中のケイ素濃度を調べたところ、コン「トロールと比ぺて統計学  

的有意差bd．05）があったのはゼオライトAの平均AUC（血中濃度一時間曲線下  

面辞）のみであった急）。   

ラット（各群雄4匹）にアルミノケイ酸ナトリウム又はゼオライ・トA（40、200、  

1，000mg晦体重／日）を単回強制経口投与し、尿中めケイ素及びアルミニウムの  
排泄量を三日間にわたり調べた。ケイ素の尿中への回収率は、40mg耽g体重投与  

群でアルミノケイ酸ナトリウムでは1．2％と少なくくゼオライトAでは12．1％と高  

い俺が得られた。アルミニウムの尿中排泄については、両化合物共に投与後72  

時間以内にべースラインと比べて統計学的に有意な上昇はみられなかった。一方  

7  
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で腹腔内あるいは静脈内投与するとアルミニウムは尿から排泄されることから両  

化合物は消化管でアルミニウムの部分とケイ酸の部分に分解された後にケイ陰部  

分のみが吸収されると判断される叫。  

（ケイ醒アルミニウム）   

ネコにカかノン（ケイ酸アルミニウム）（5g）を牛乳20mlと共に強制経口設  

与したところ、投与後120時間以内の尿中から7．6mgSiq2が検出された。一方  

無処置群では＄．6mgSiq2が検出されている叫。   

②吸収の機構   

固体のシリカ、例えば石英は、結晶構造を壊し水と反応したのちは僅かに水に  

薄け、オルトケイ酸となる抑7）。オルトケイ酸の溶解度は概略100ppm程度と考  

えられている。このケイ酸は希薄水溶液中では可溶性のモノマー（オルトケイ酸  

Si（0‡りヰ）として存在するが、濃度が濃くなるにつれ、オリゴマー、ポリマー．（コ  

ロイド状）といった化学形をとるヱ8）・か）。そして、この順に体内吸収は減少する28）。   

ⅦbiとEmomoto28）はラットを用い、ケイ酸塩の腸管吸収に及ぼすケイ酸のポ  

リマー化の影響を許紺こ調べた。これによれば、ケイ酸塩は胃液申の塩酸と反応  

すると種類によってモノマーからポリマーまでの種々の反応物質を生じる■。そし  

てその比率も種類により異なる。ここでモノマーを生じる割合が高ければ高いほ  

ど吸収され易いト腸で吸収されるケイ微量は胃で生成したケイ酸の濃度に比例す  

る。中性の溶液状態でケイ酸の濃度が増加すると、ポリマー化が進行し、吸収量  

は急激に減少する。このことがケイ酸の投与量を増やしても、ある一定の濃度で  

尿中排泄量が頭打ちになる原因である。実際にケイ酸カルシウムアルミニウムは  

酸と反応して可溶性の部分とコロイド状のケイ酸とに分解する30）。このコロイド  

状のケイ酸はアルかノ性の腸液に送られ、可溶性のケイ酸に変化する。またケイ  

酸マグネシウムも胃酸と反応してゼラチン状のケイ酸を生ずる。従って、ケイ酸  

塩が吸収されるか否かは胃の酸により分解されるか否かによる叫。   

その他、ヒツジを用いた実験であるが、吸収に影曹を及ぼす他の因子としてケ  

イ酸塩の食倒中の含量と溶解度が報告されている31）。ケイ酸塩は一般的には難溶  

一不溶性である。  

③ケイ素の血中の化学形、血中濃度及びその変動   

ヒトが摂取したオルトケイ酸は腸管から速やかに吸収される。なお、血中のケ  
イ素は可溶性のオルトケイ酸として存在し、たんばく質等の高分子化合物とは結  

合していない吼瑚。   

ヒトにおけるケイ素の血中濃度は1唖加32）であり、血清濃度は0．5帽血132）・叫、  

また、0，152一打ml（n＝15）34）との報告がある。二酸イヒケイ素としては、l帽Siq／ml  

以下との報告がある27）。ケイ素化合物を投与した時は一時的には増加するが、比  
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較的狭い範周で一定に保たれている3ユ）。一般成人の血清中二酸イヒケイ素濃度は、  

加齢と共に増加する條向がみられている叫。また、ケイ素の血中濃度と尿中排泄  

皇との間には相関性が認められているガ）。  

④尿中ケイ素濃度の′くツクダランド億   

動物の尿中のバックグランド値は＝酸化ケイ素として次のとおりである（mg  

SiO〆100mi）。イヌ：0：7戎．7（n尋）、－ラット：3．0・5．7¢l尋）；ネコ：0．3－0．8匝＝句、ウ  

サギ：7」2竜7ユ（『乃、モルモット：3．2克8．6（n萄）、ヒツジ：ll．，－17．2匝弓）】5）。   

健康な被読者の尿中へ排泄されるケイ素の′くッタグランド排泄量は20．12土＆40●  

mgs訂日¢F8）狗、8．社4．2mgSび日呵、33．1士3．9mgS訂日叫との報告がある。また、  

オルトケイ酸として10－30mさSi（OH）■／日叩との報告もある。   

⑥ケイ酸塩の物質収支に関する研究   

動物実験では投与したケイ酸塩の殆ど大部分は吸収されず、腸管を遣り簑とし  

て排泄される。少王であるが、吸収された大部分のケイ素は尿中に排泄される。  

しかし吸収された残りのケイ素の分布を明示してある報告はない。ラット、鳥等  

ケイ素を必須とする動物では僅かながら一部、大動脈、気管、腱等の結合租軌こ  

蓄積される。しかしヒトを含め一般動物では、肝臓、腎巌への大きな蓄積は起き  
ない】勾。また、JECFAにより、三ケイ酸マグネシウム及びケイ酸ナトリウムを除  

くケイ酸塩類Iま、吸喝されたとしても腎を介して排泄され、有害な蓄積性はない  

と報告されている叩。  

⑥シリカ尿路結石症の生成機構   

北米、豪州等の一部地域における報告によると、牧草はシリカ（ニ酸化ケイ素）  

を多く含んでおり、牧草以外の飼料を与えたウシにおける尿量は10－20ml／分であ  

るのに対し、牧草を食するウシにおける尿量は2ml／分と少なくなり、尿中のケイ  

酸濃度が飽和（190爬血1Ⅰ）以上となり、1mg血lとなることもある（飽和溶液の  

5－10倍）。過飽和状態にある尿中のケイ酸のポリマー牝は濃度の2乗に比例して  

進行し、残りのケイ酸の濃度が飽和に達するまで進行する。ポリマー他により生  

成したゾル（コロイド溶液）が電解質の存在下において凝集し、更にタン′くク質  

と頼合してシリカ尿路結石となると報告されている3き）。   

自然環境においてシリカ尿路鰯石はウシ以外にもイヌ、ラマ及びヒトコブラク  

ダ等に現れる。またイヌの場合はコーンに由来する餌の摂取に原因があったとさ  

れている。ケイ酸による尿路結石は他の結石と異なり、尿中でゲル状態として析  
出する間。ヒト以外の動物における結石の存在場所は腎腋、膀胱である40）。これ  

らの結石の成分は100％ケイ酸によるものもあれば、ケイ酸塩とリン酸カルシウ  

ムあるいはシ皐り酸カルシウム、鉄、アンモニウム、リン酸等と共存している場  

合もある39抑）。  
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